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令 和６年９ 月３０日 

文 部 科 学 省 

高等教育私学部参事官付 

 

 

学校法人会計基準等に関する 

パブリックコメント（意見公募手続）の結果について 

 

 「学校法人会計基準等に関するパブリックコメント（意見公募手続）の実施」について、

令和６年７月２９日から令和６年９月３日までの期間、電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見

提出フォーム、郵送、電子メールを通じて、広く国民の皆様から御意見の募集を行いまし

たところ、合計７２件の御意見をいただきました。 

 いただいた主な意見の概要及びそれに対する文部科学省の考え方は別紙のとおりです。

なお、とりまとめの都合上、内容により適宜集約させていただいております。 

 

今回御意見をお寄せいただきました多くの方々の御協力に厚く御礼申し上げます。 
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（別 紙） 

 

 

 

分 野 主な意見の概要 文部科学省の考え方 

１．全体を

通じて 

 

 

 

 

 

 

 今般の私立学校法の改正に伴う学校法

人会計基準の見直しの考え方及び見直し

の趣旨である「ステークホルダーへの情報

開示」を目的として整備する方向性につい

て、賛同する。それを明確にするべく、財

務報告の目的を会計基準においても明記

していただきたい。 

 

 ご賛同いただきありがとうご

ざいます。ご指摘を踏まえ、今後、

省令の運用に関する通知等でお

示ししていきます。 

 

「記載例や検討結果を別途通知等で定

める」旨の説明（例：「学校法人会計基準

の在り方に関する検討会報告書」（令和６

年１月31日）p.17、34）があるが、通知等

で定めるのではなく学校法人会計基準（以

下「基準」）の改正とする。 

Q&Aについては、コメントBOXを「基準」

本文の対応する箇所に挿入。 

今後発出される「基準」に関する通知等

では「基準」の改正を行った旨と新旧対照

表の記載のみ。 

また、「基準」改正を機に日本公認会計

士協会等と連携の上、過去に発出した通知

等（以下、例）を可能な限り「基準」に組

み込み、当該通知等は廃止。 

【例】 

・「学校法人会計基準の一部改正について

（通知）」等 

・「学校法人会計基準の一部改正に伴う計

算書類の作成について（通知）」等と、「学

校法人会計基準の一部改正に伴う計算書

類の作成について（通知）」に関する実務

指針（日本会計士協会） 

 貴重なご意見として承ります。 

なお、通知等は、文部科学省令

及び文部科学省が発出する文書

と日本会計士協会の発出する文

書等の位置づけなども踏まえ準

備してまいります。 
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・「リース取引に関する会計処理について

（通知）」（文部科学省）と、同実務指針

（日本公認会計士協会） 

 

情報開示を主な目的とする会計基準と

して、他の非営利組織の会計基準のよう

に、重要性の原則の採用を明記していただ

きたい。 

※重要性の原則を明記している他の非営

利組織の会計基準の例 

・社会福祉法人会計基準第２条第４号 

・医療法人会計基準第２条第４号 

・公益法人会計基準第１ ３（４） 

 

 今回の改正は、令和５年改正私

立学校法の施行のために最低限

必要な内容としております。ご指

摘の点を含め、学校法人会計基準

は必要に応じ引き続き見直しの

検討が必要と考えています。 

表示単位は一円とされているが、情報開

示に当たっては明瞭性の観点から千円単

位等を認めてもよいのではないか。 

今回の改正は、令和５年改正私

立学校法の施行のために最低限

必要な内容としております。 

ご指摘の点については、改正後

の私立学校法第103条第２項に基

づき作成された計算関係書類が、

私立学校振興助成法第14条第４

項により所轄庁に提出され、経常

費補助の算定に影響することも

踏まえ、必要に応じ引き続き見直

しの検討が必要と考えています。 

 

 現在、消費税は税込表示にて会計システ

ムに入力しなければならない。しかも現場

入力により教職員に消費税の知識が求め

られてしまう。 

インボイス制度も設けられたことから、正

確な消費税納税額の計算ができるよう仮

払消費税勘定、仮受消費税勘定を設けて消

費税の区分経理を認めて欲しい。 

財務計算書類において全てが税込表示

になっており８％、10％など異なる税額に

 現行の学校法人会計基準にお

いて税抜方式による会計処理を

制限するものではなく、学校法人

の判断により税抜方式による会

計処理を採用することができま

す。改正後の学校法人会計基準に

おいても、この点の考え方に変更

はありません。 
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より財務計算書類が作成されており、消費

税の申告に大変な手間と労力が掛かって

おり実務上、計算に困難を極めています。 

正確な納税制度により、適切な消費税の

納税意識と納税負担の大きさを学校法人

には感じ取って頂き、５％から10％へ消費

税が増税されたことに拠る消費増税額負

担の大きさ、経営への影響を金銭的尺度・

会計上において可視化して欲しいと思い

ます。 

 

今回の案は、経営的な観点に基づいてい

て財務上アウトかどうかを見極めること

しか着目していないように思える。 

ガバナンス違反を考慮したものを今回

の案に取り入れられないだろうか。 

例えばバランスシートにモラルハザー

ドポイントのようなものを負債として載

せたらいかがだろうか。 

 

 今回の意見募集の対象として

いた事項ではないため、個別の回

答はいたしませんが、今後の私立

学校行政に係る貴重な御意見と

して承ります。 

２．会計帳

簿について 

 

 

 学校法人にのみ認められている現行の

基本金組み入れ規定は、社会から理解でき

るものではなく、削除、改正する必要があ

る。今回、見送られたことは残念である。 

 

 基本金制度は、公教育を担う学

校法人として、それぞれの建学の

精神に基づく各学校法人の継続

的な運営を可能にする観点から、

校地・校舎等学校法人が諸活動を

実施する上で必要な資産を自己

資金で維持するための制度とし

て、学校法人の健全性を維持する

上で有効な仕組みと考えていま

す。このため、改正後の学校法人

会計基準においても基本金に関

する規定を残しています。 

 

 学校法人会計基準の平成25年改正によ

って、基本金の組入れは「その事業活動収

入のうちから」ではなく「基本金組入前当

 学校法人会計基準の平成25年

改正において「基本金組入前当年

度収支差額」を表示することとな
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年度収支差額」から行われるように変更さ

れているので、第12条と第23条は以下の文

言修正（下線）を求める。 

 

第１２条 学校法人が、その諸活動の計画

に基づき必要な資産を継続的に保持する

ための維持すべきものとして、基本金組入

前当年度収支差額（第２３条の規定にもと

づく）から組み入れた金額を基本金とす

る。 

 

第２３条 事業活動収支計算書は、当該会

計年度の次に掲げる活動に対応する事業

活動収入及び事業活動支出の内容を明瞭

に表示するとともに、事業活動収入から事

業活動支出を控除した基本金組入前当年

度収支差額を表示する。当該会計年度にお

いて第１２条および第１３条の規定によ

り基本金に組み入れる額（以下「基本金組

入額」という。）を基本金組入前当年度収

支差額から控除した当年度収支差額を表

示するものとする。 

 

った趣旨は、学校法人がその財務

状況の健全性を維持するために

目指すべき長期的な収支均衡は、

基本金組入後のものである点は

変わらない一方で、毎年度の収支

差額は基本金組入額の多寡に影

響を受けるため、短期的に毎年度

の収支バランスの状況を的確に

把握する上では十分とはいえな

いことから、事業活動収支計算書

の様式において、基本金組入前の

収支差額も表示することとした

ものです。 

学校法人が諸活動を実施する

上で必要な資産を自己資金で維

持するための制度として、学校法

人の健全性を維持する趣旨から、

基本金の組入れを事業活動収入

から行う基本的な考え方は、平成

25年及び今回の改正においても

変わらないものと考えています。 

学校法人会計基準第11条第２項におい

て引当金について規定されているが、引当

金の計上要件を満たした場合は賞与引当

金を計上するという理解でよいか。 

 

改正後の学校法人会計基準第

11条第２項においては、「退職給

与引当金のほか、引当金について

は」と規定しており、賞与引当金

に限らず、規定する要件を満たす

ものについて、引当金として計上

するものと考えています。 

 

第14条「学校法人は、次の各号のいずれ

かに該当する場合には、当該各号に定める

額の範囲内で基本金を取り崩すことがで

きる（後略）」とあります。 

学校法人委員会研究報告第15号「基本金

改正後の学校法人会計基準第

14条における「取り崩すことがで

きる。」という記載は、学校法人

が、その諸活動の計画に基づき必

要な資産を継続的に保持するた
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に係る実務上の取扱いに関するQ&A 3-1」

に「第122号通知第三１(4)なお書きによれ

ば、「第31条各号に該当する場合は、資産

を他に転用するなどして継続的に保持す

る場合のほかは基本金取崩しの対象とし

なければならないこと」とされている。ま

た、同通知第三１(3)によれば「基本金を

取り崩す場合には、教育の質的水準の低下

を招かないよう十分に留意する必要があ

ること」とされている。したがって、教育

の質的水準の低下を招かないよう十分に

留意している限りにおいて、基準第31条各

号に該当し、これに該当する資産等を継続

的に保持しない場合には当該基本金は取

崩対象額となり、第１号基本金から第４号

基本金までの各号ごとに、基本金の取崩対

象額が組入対象額を超える場合には、その

差額を取り崩す」とあります。 

「できる」規程なのか「例外を除きすべ

き」規程なのか明確にしてほしいです。 

 

めに維持しなければならない基

本金について、同条に定める場合

において取り崩し制限を解除す

る権限を与える趣旨（いわゆる

「できる」規定）で用いています。 

３．計算書

類について

（総論） 

第４条の計算書類について、項に掲げる

順番と第３章の構成及び別表の様式で順

番が異なり、様式の順番と異なっている。 

第４条１項、２項に掲げる内訳表の記載

について様式から外れたことにより削除

する必要はないのか。 

改正前の学校法人会計基準第

４条にあった計算書類の規定は

削除し、改正後の学校法人会計基

準第16条に同趣旨の規定を設け

ています。 

第16条各項に掲げる計算書類

の順番、第３章の構成、別表及び

様式の順は、貸借対照表、事業活

動収支計算書、資金収支計算書及

び資金収支計算書に基づき作成

する活動区分資金収支計算書の

順で統一しています。 

 

貸借対照表、事業活動収支計算書、資金

収支計算書との表示順について、貸借対照

計算書類の規定順序について

は、私立学校法第103条第２項に
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表は事業活動収支計算書、資金収支計算書

の後が良いと考えます。 

貸借対照表の重要性を否定するもので

はありませんし、貸借対照表をトップにす

ることは、他の事業体との整合等、見やす

さの点からも当然であると言われるもの

と思っています。 

しかし、学校法人は財産目録をも公開

（開示）書類とされること、さらに、学校

の実態は財産の公表より事業の状況を公

表し説明することの方が重要であると考

えます。 

 

規定する計算書類の定義（計算書

類（貸借対照表及び収支計算書を

いう。以下略。））に沿ったものと

しました。 

改正案において人件費内訳表、事業活動

収支内訳表が削除されたこと、資金収支内

訳表が簡略化されたセグメント情報に替

わることは、私立学校法改正の趣旨に逆行

しており、削除に反対である。 

「学校法人会計基準の在り方

に関する検討会報告書」（令和６

年１月31日）p.11において提言さ

れているように、「資金収支内訳

表」「人件費支出内訳表」「事業

活動収支内訳表」は、経常費補助

金算定の基礎という性質が強い

書類であること、内訳表は必ずし

も部門別の教育研究コストの実

態を表すものとはなっていない

ことから、内訳表はステークホル

ダーへの情報開示を主な目的と

する計算書類から除き、部門別の

情報としてセグメント情報を表

示することとしました。 

 

 学校法人内に複数の大学、傘下に付属高

校、付属中学などがある場合、貸借対照表

を１つだけ作成するのではなく、それぞれ

の学校ごとに区分した貸借対照表の作成

も義務付けて欲しいと思います。 

債務超過に陥っているグループ内学校

があることも明確に分かり経営判断に資

 今回の意見募集の対象として

いた事項ではないため、個別の回

答はいたしませんが、今後の私立

学校行政に係る貴重な御意見と

して承ります。 
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する情報となります。 

 

 企業会計では固定資産及び固定資産の

名称を使用していないことから、一般的な

その他の会計基準と乖離が生じるため、大

科目の名称を固定資産から「非流動資産」、

固定負債から「非流動負債」へ統一して欲

しい。 

ご指摘については、我が国の学

校法人会計実務において「固定資

産」「固定負債」の名称が定着し

ており、これらの文言を用いてい

ます。 

なお、会社計算規則において

「固定資産」「固定負債」の名称

が用いられているなど、我が国の

他の会計基準でも使用されてい

る用語であることから、他の会計

基準と乖離が生じているとまで

は言えないと考えています。 

 

教育研究経費・管理経費を分けることは

恣意的な判断が加わり、実務上、あまりに

も煩雑であり、今後の請求書仕訳入力自動

化の妨げになっており、教育研究経費と管

理経費の区分を無くして欲しい。 

 

教育研究経費と管理経費の区

分については、学校法人の支出内

容をステークホルダーへ情報開

示するために必要な項目と考え

ています。 

事業活動収支計算書の勘定科目につい

て、 

「特別収支／事業活動収入の部／資産処

分差額」の欄に「有価証券売却益勘定」 

「特別収支／事業活動支出の部／資産処

分差額」の欄に「有価証券売却損勘定」 

を設けて欲しいです。「建物取壊損」なの

か、「有価証券売却損」なのか不明なもの

が多くございます。 

注記の欄に評価損益の含み損益は表記

されるのですが、これから大学経営に資産

運用は重要であるため、実損を表記してい

くことは経営判断に重要な影響を与えま

す。 

現段階でも各学校法人の判断により有

 別表第２に記載している勘定

科目は代表的なものを記載して

いるにすぎず、小科目について

は、適当な科目を追加し、又は細

分することができることとして

います。有価証券の売却に伴い発

生する売却額と帳簿価額との差

額の科目名については、学校法人

の判断により適当な科目を設定

することができます。 
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価証券売却損益勘定の表記は可能ですが、

統一した基準として勘定科目の事例に載

せて欲しいと思います。 

 

ガバナンス強化及び説明責任を果たす

一環としての財務情報の公表、公開である

ことを踏まえ、財務書類の体系及び様式に

ついて、事業報告書とも併せて総体的に検

討すべきと考えます。 

計算書類に、予算・決算対比型の役割や

意義を託すのか、事業報告書に託すのか、

さらには計算書類の一部として予算が必

要なのか等を踏まえ、今般の状況下では、

少なくとも事業活動収支計算書について

は前年対比型にすべきと考えます。 

 貴重なご意見として承ります。 

「学校法人会計基準の在り方

に関する検討会報告書」（令和６

年１月31日）p.35において継続的

な議論が必要とされた論点の１

つに「事業活動収支計算書の様式

（経年比較）」が示されたように、

事業活動収支計算書の様式つい

ては、前年対比型とするかどうか

を含め、継続的な検討が必要と考

えております。 

 

ステークホルダーは、事業活動収支計算

書の文言から、その内容は事業活動の収支

計算書と理解することでしょう。一般のス

テークホルダーは、収支と聞けば、通常は

現金預金の収支と考えます。 

 ところが、省令案の「第二号様式（第31

条関係）」を拝見すると事業活動収支計算

書には、退職給与引当金繰入額、減価償却

額、徴収不能引当金繰入額、徴収不能額な

ど現金預金の収支でない項目が含まれて

おり、ステークホルダーに大きな誤解を与

え、公共性の高い学校法人として説明責任

を果たすことが困難と考えられます。 

事業活動収支計算書より、「収支」の文

言を削除し、事業活動計算書とすることが

ステークホルダーに誤解を与えない情報

公開と言えると考えます。 

 

 「収支」という用語について、

現金預金の収支という捉え方が

あることは承知していますが、現

行の学校法人会計基準及びそれ

に基づく学校法人会計の実務に

おいては、ご指摘の退職給与引当

金繰入額等の非現金収支項目を

含めて「事業活動収入」「事業活

動支出」という用語を用いてお

り、改正後の学校法人会計基準に

おいても「事業活動収支計算書」

を採用しています。 

４．注記事

項について 

セグメント情報開示に関してイメージ

のみで学校法人会計基準の草案が無く、吟

 「学校法人会計基準の在り方に

関する検討会報告書」（令和６年
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味ができない。 

現状を鑑みると学校単位もしくは校舎

単位での開示が情報開示面、実務面で誤解

や負担が生じにくいのではないだろうか。 

１月31日）p.21において提言され

ているように、セグメント情報に

おける区分方法の考え方につい

ては、拠点区分別（設置学校・附

属施設別）とし、各学校法人等の

業務内容等に応じた適切な区分

に基づき表示することとしたう

えで、全ての学校法人において共

通に表示する区分を設けること

を想定しています。 

セグメント情報についての具

体的な記載方法等については、今

後、省令の運用に関する通知等で

お示ししていきます。 

 

 第40条第8号で、計算書類の注記への記

載事項について、セグメント情報が追加さ

れました。これについて、どのような様式

で、どの範囲まで記載するのかが明らかに

されていません。 

セグメント情報の具体的な記

載方法等については、「学校法人

会計基準の在り方に関する検討

会報告書」（令和６年１月31日）

p.18からp.23及びp.46において

提言されているセグメント区分、

配分基準、当分の間の取り扱い、

開示科目、様式案を踏まえ、今後、

省令の運用に関する通知等でお

示ししていきます。 

 

子法人の支配基準について、現役の役職

者・教職員が支配しているものだけではな

く、退職後、元役職者・元教職員が支配し

ているものも含めて欲しい。 

「学校法人会計基準の在り方

に関する検討会報告書」（令和６

年１月31日）p.24において提言さ

れているように、改正後の学校法

人会計基準第40条第１項第10号

において、令和６年改正私立学校

法施行規則に規定される子法人

についての注記を追加すること

としました。 

なお、令和６年改正後の私立学
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校法施行規則第11条第２号にお

いて、学校法人がその経営を支配

している法人の意思決定機関の

構成員に就任した日前５年以内

に、学校法人の役員、評議員又は

職員等であった者も含めて判定

する規定となっていることから、

ご指摘について一定の考慮がさ

れるものと考えています。 

 

子法人も附属病院等と変わらないのだ

から、財務計算書類に連結決算として統

合・連結させ透明性を図り経営の意思決定

の判断材料に成るものにしてよいのでは

ないか。 

「学校法人会計基準の在り方

に関する検討会報告書」（令和６

年１月31日）p.35において継続的

な議論が必要とされた論点の１

つに「子法人・出資による会社情

報の開示の在り方」が示されたよ

うに、ご指摘については継続的な

検討が必要と考えています。 

 

学校法人内の取引についても表記する

よう改めて欲しいと思います。 

なぜなら、大学が高校の穴埋めをした

り、高校が大学の穴埋めをしたり、大学が

短大の穴埋めをしたりすることが多いた

めです。 

日商簿記では「本支店勘定」を使用しま

す。連結決算会計では、親会社・子会社そ

れぞれが、個別財務諸表を作成します。 

学校法人として銀行口座の財布が１つ

になってしまっており、貸借対照表も２つ

の大学で区分会計していないため、学校間

で資金移動を行うため、 

貸付金勘定 10億円 ／ 借入金勘定 10億

円  

という連結決算会計上と同様の実務上の

処理を求めます。 

計算関係書類が学校法人の財

政及び経営状況を表す書類であ

ることを踏まえ、学校法人内の取

引を計算関係書類に表示するこ

とは求めていません。 
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現在「その他財政及び経営の状況を正確

に判断するために必要な事項」として行わ

れている注記事項を明文化することを求

める。特に、有価証券の時価情報、デリバ

ティブ取引、主な外貨建資産・負債、リー

ス情報については、決算書に示されない

が、重要な影響を及ぼすリスク要因であ

り、注記事項とするべきである。 

 

ご指摘については、現行の運用

と同様に改正後の学校法人会計

基準においても重要性があると

認められる場合に記載するもの

と考えており、今後、省令の運用

に関する通知等でお示ししてい

きます。 

５．附属明

細書につい

て 

第２章第６節において附属明細書と表

記されているが、第36条では附属明細表と

表記されている。意図的に使い分けをして

いるのか。 

改正前の学校法人会計基準第

36条に規定していた附属明細表

は貸借対照表の附属表との位置

づけでしたが、改正後の私立学校

法第103条第2項の規定により附

属明細書の作成義務が規定され、

改正後の学校法人会計基準第６

節もこれを踏まえています。 

 

第６号様式と検討会報告書の内容を考

慮すると、資金使途ごとに行数を追加して

記載しなくてはならないのか。 

第６号様式は、資金使途ごとに

行数を追加することはせず、複数

の使途で借入金契約が複数ある

場合でも、借入先の属性（公的金

融機関、市中金融機関、その他）

ごとに集計して記載することを

想定しています。 

この旨は、今後、省令の運用に

関する通知等でお示ししていき

ます。 

 

改正案において附属明細表が附属明細

書となって、重要な部分が簡素化されるこ

と、特に借入金の相手先、利率が非開示に、

基本金明細書では第2号基本金組入れに係

る計画表と計画集計表が削除されたこと

は、私立学校法改正の趣旨に逆行してい

る。 

「学校法人会計基準の在り方

に関する検討会報告書」（令和６

年１月31日）p.14、16において提

言されているように、ご指摘の部

分については利害関係者にとっ

て著しく不利益となるおそれの

ある項目であることから、記載内
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容を見直しました。 

 

第２号基本金および第３号基本金の組

入れは、将来の計画にもとづいているの

で、恣意的な組入れになりがちである。施

設整備や奨学事業、研究支援事業は、どの

ような内容で、必要な資金の規模はいくら

か、理事会や評議員会でいつ決定され、い

つ実施が計画されているか、これらが開示

されていなければ、評議員をはじめ、学内

外の利害関係者が監視することはできず、

ガバナンスは大幅に後退することになる。

また翌年度繰越収支差額の金額が補助金

不交付の基準となっており、私学振興助成

法の目的からも、情報開示が必要である。 

理事会や評議員会の決定に基づく計画

表や計画集計表が削除されてしまえば、計

画の執行や変更の過程は隠匿されること

となるため、削除すべきではない。 

「学校法人会計基準の在り方

に関する検討会報告書」（令和６

年１月31日）p.16において提言さ

れているように、第２号基本金の

組入れに係る計画表については、

将来の設備投資計画等の情報や

理事会決定情報等が記載され、第

３号基本金の組入れに係る計画

表については、理事会決定情報等

の内部情報が記載されることか

ら、現行の様式による開示は法人

運営上不利益が生じるおそれが

あり、ステークホルダーへの情報

開示を主な目的とする計算関係

書類として適当でないことから、

削除することとしました。 

なお、第７号様式の備考に記載

のとおり、改正後の学校法人会計

基準においても基本金明細書の

付表として「基本金の組入れに係

る計画集計表」を作成することと

しており、第2号基本金、第3号基

本金の名称と金額が把握できる

ものと考えています。 

 

旧基準の借入明細表から借り入れ先の

名称と利率を削除することは、評議員会を

はじめ、外部利害関係者にとって、もっと

も重要な情報を非表示にしたことである。

理事会と借入先（金融機関等）からみて、

知られたくない情報こそが開示すべき情

報である。 

「学校法人会計基準の在り方

に関する検討会報告書」（令和６

年１月31日）p.14において提言さ

れているように、個々の借入金融

機関名、利率については、地域に

より取引先の金融機関にとって、

同業他社に知られたくない営業

情報が含まれるおそれがあり、削

除することとしました。 
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大学法人にとって保有している金融資

産の比重の高さからみて、その種類、リス

クと利率、運用実績がわかるようにしてお

く必要がある。明細書として、「金融資産

明細書」を、「有価証券発行学校法人の財

務諸表の用語、様式及び作成方法に関する

規則」第81条関係の様式第８号「有価証券

明細表」に準じて、作成することを求める。 

 

今回の改正は、令和５年改正私

立学校法の施行のために最低限

必要な内容としております。 

ご指摘の点を含め、学校法人会

計基準は必要に応じ引き続き見

直しの検討が必要と考えていま

す。 

基本金の計算において、資金収支計算書

における部門（大学の場合は学部ごと）の

計算も許容されるとの理解でよいか。 

基本金明細書の様式は第７号

様式に示している通りですが、基

本金明細書の作成過程において

部門計算を行うことは差し支え

ありません。 

 

基本金明細書（第７号様式）について、

学校法人が希望する場合は組入対象額と

取崩対象額を部門ごとに記載してもよい

のか。 

基本金明細書の記載内容につ

いて、学校法人の判断により様式

より詳細な記載をすることを妨

げるものではなく、部門ごとに記

載することは差し支えありませ

ん。この点、今後、省令の運用に

関する通知等でお示ししていき

ます。 

 

基本金明細書（第７号様式）の備考につ

いて、現行の学校法人会計基準で作成する

こととされている第２号基本金の組入れ

計画表は、作成・開示が不要との理解でよ

いか。第２号基本金の組入れ計画表がなけ

れば、理事会で決定した事項についてその

後適切に履行されたかどうかを確認でき

なくなり、ひいては、第２号基本金の組入

れに係る議決が適正な手続によっている

かを適切に確認できなくなることから、第

２号基本金の組入れ計画表は、開示はされ

ないものの作成が必要とされる書類とい

第７号様式の備考に記載のと

おり、改正後の学校法人会計基準

においても基本金明細書の付表

として「基本金の組入れに係る計

画集計表」を作成することとして

おり、備え置き、閲覧、公表の対

象となります（私立学校法第106

条、137条、151条。公表義務は大

臣所轄学校法人等のみ）。 

一方、「学校法人会計基準の在

り方に関する検討会報告書」（令

和６年１月31日）p.16において提
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う理解でよいか。 言されているように、第２号基本

金の組入れに係る計画表につい

ては、将来の設備投資計画等の情

報や理事会決定情報等が記載さ

れ、現行の様式による開示は法人

運営上不利益が生じるおそれが

あり、ステークホルダーへの情報

開示を主な目的とする計算関係

書類として適当でないことから、

削除することとしました。 

なお、学校法人の判断により、

引き続き第２号基本金の組入れ

計画表を作成することを妨げる

ものではありません。 

 

６．収益事

業会計につ

いて 

第２条において「計算関係書類」の定義

として附属明細書が含まれており、第３条

第１項の収益事業会計で作成する「計算関

係書類」にもその附属明細書が含まれると

解釈されるが、収益事業の開示の趣旨に照

らして附属明細書は不要ではないか。 

収益事業会計については、改正

後の学校法人会計基準において

も現行の規定及び運用を継続す

ることを想定していましたので、

ご指摘の点については、第１条第

２項、第２条、第３条第１項にお

いて、収益事業会計について「計

算書類及びその附属明細書」に代

えて、「貸借対照表及び損益計算

書」を作成することを明示するよ

う修正いたします。 

 

大臣所轄学校法人等においては特別会

計の収益事業会計も開示対象となるが、現

状では収益事業会計の開示方法や態様が

統一的ではない。また、仮に上場会社等と

同等の企業会計基準の適用及び情報開示

を求めるのであれば学校法人の負担が膨

大になることが考えられる。このため、以

下を検討いただきたい。 

(1) 「一般に公正妥当と認められる企業会

ご指摘を踏まえ、今後、省令の

運用に関する通知等でお示しし

ていきます。 
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計の原則」の解釈の確認と補足が必要であ

ると考える。「企業会計方式の採用」と解

釈し、学校法人会計基準第３条等の変更又

は通知等で解説してはいかがか。 

(2) 私立学校法第26条第３項の「特別の会

計として経理」の解釈の確認と補足が必要

であると考える。「帳簿組織の区分」と解

釈し、各種様式や注記事項を基準で明記し

解説してはいかがか。 

 

７．財産目

録について 

財産目録につき、貸借対照表とは異なる

角度からの詳細情報を与える書類と考え

るのであれば８号様式については、基本財

産と運用財産の区分につき明瞭な基準を

示し、記載すべき財産の明細をもう少し詳

しく表示するような様式にすることが良

いと考えます。 

財産目録の様式については、

「学校法人会計基準の在り方に

関する検討会報告書」（令和６年

１月31日）p.28において提言され

ているように、私立学校法の一部

を改正する法律等の施行に伴う

財務情報の公開等について（平成

16年７月25日16文科高第304 号

文部科学省高等教育局私学部長

通知）に示している様式参考例が

情報公表を前提としていること

から、当該様式参考例をベースと

しています。 

学校法人の資産の内容や保有

目的はさまざまであり、基本財産

と運用財産の区分については、令

和５年改正私立学校法第17条や

寄附行為等を踏まえて、各学校法

人の判断によるものと考えてい

ます。 

 

第43条は、「すべての資産及び負債、そ

の名称、数量、金額等を詳細に表示するも

のとする。」と「その名称、数量等」を表

示するとしているが、第８号様式によれ

ば、個々の土地や建物が明記されていない

財産目録の様式については、

「学校法人会計基準の在り方に

関する検討会報告書」（令和６年

１月31日）p.28において提言され

ているように、私立学校法の一部
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ばかりか、キャンパス別ですらなく、面積

は合計であればよいと思われる。教具・工

具・備品は、まとめて点数を表示すればよ

いとみられるなど、財産の「その名称、数

量等」という個々の事実が示されていな

い。負債も種類や借入先がわからない。貸

借対照表の情報と変わらない水準では、財

産目録の価値がない。 

を改正する法律等の施行に伴う

財務情報の公開等について（平成

16年７月25日16文科高第304号文

部科学省高等教育局私学部長通

知）に示している様式参考例が情

報公表を前提としていることか

ら、当該様式参考例をベースとし

ています。 

改正後の学校法人会計基準に

より作成する財産目録は、収益事

業に必要な資産負債も含め、法人

全体の財産の状況を把握できる

書類としています。 

具体的にどこまで詳細に記載

するかという点については、ステ

ークホルダーへの情報開示を主

な目的とする趣旨に鑑み、各学校

法人が判断し記載することがで

きます。 

 

大学法人は、寄附行為の認可申請にあた

って、「学校法人の寄附行為等の認可申請

に係る書類の様式等」（平成6年7月20日文

部省告示第117号、最終改正令和６年８月

６日文部科学省告示第102号）の様式第6

号その１に基づいて、「財産の一覧」を作

成している。この「財産の一覧」の様式は、

資産および負債を具体的にその種類、数

量、価額を付して詳細に記載した書類とな

っており、これを学校法人会計基準におい

て財産目録の様式とすべきである。 

財産目録の様式については、

「学校法人会計基準の在り方に

関する検討会報告書」（令和６年

１月31日）p.28において提言され

ているように、私立学校法の一部

を改正する法律等の施行に伴う

財務情報の公開等について（平成

16年７月25日16文科高第304 号

文部科学省高等教育局私学部長

通知）に示している様式参考例が

情報公表を前提としていること

から、当該様式参考例をベースと

しています。 

改正後の学校法人会計基準に

より作成する財産目録は、収益事

業に必要な資産負債も含め、法人
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全体の財産の状況を把握できる

書類としています。 

なお、ステークホルダーへの情

報開示を主な目的とする趣旨に

鑑み、各学校法人の判断により内

容を詳細に記載することができ

ます。 

 

財産目録（第８号様式）は貸借対照表（第

１号様式）と異なる科目で作成するように

見受けられるが、財産目録（第８号様式）

と貸借対照表（第１号様式）を異なる科目

で作成する場合、学校法人の混乱や負担を

招くことになると懸念される。また、私立

学校法施行規則第24条（令和７年４月１日

施行）において、会計監査人が監査する書

類は「財産目録（貸借対照表に対応する項

目に限る。）」と定められるが、科目が整合

しない場合、監査意見形成が困難となるこ

とも予想される。貸借対照表との整合性を

鑑みて、科目は貸借対照表と揃えるべきで

はないか。 

 

ご指摘の趣旨を踏まえ、第８号

様式を貸借対照表の科目との整

合性が分かるような様式に修正

いたします。 

８．特例に

ついて 

今回の改正では、学校法人の規模に合わ

せて区分が定義されているが会計基準上

ではそれを記載する必要はないのだろう

か。 

知事所轄学校法人のうち大臣

所轄学校法人と同様の取り扱い

をする大規模学校法人は会計監

査人を必ず設置することとなり、

それ以外の知事所轄学校法人は

会計監査人の設置は任意となり

ました。 

会計監査人を置かない学校法

人については、改正後の学校法人

会計基準では、「会計監査人非設

置知事所轄学校法人」として記載

しています（第5章第48条）。 

学校法人の規模に応じた取り
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扱いについては、改正前の学校法

人会計基準第５章に規定のあっ

た知事所轄学校法人に関する特

例の考え方を維持しつつも、「学

校法人会計基準の在り方に関す

る検討会報告書」（令和６年１月

31日）p.32において提言されてい

るように、会計監査人を設置する

知事所轄学校法人は特例の適用

外とし、改正後の学校法人会計基

準第５章において設けている特

例の対象は、「会計監査人非設置

知事所轄学校法人」としていま

す。 

 

放送大学学園の特例はあるが、沖縄科学

技術大学院大学には特例は無いとの理解

でよいか。 

沖縄科学技術大学院大学は、沖

縄科学技術大学院大学法第12条

第1項の規定により読み替える内

閣府令（沖縄科学技術大学院大学

学園法施行規則）に従うこととな

り、学校法人会計基準を適用する

余地がないことから、特例を設け

ていません。 

 

９．私立学

校法につい

て 

学校法人会計基準の一部を改正する省

令附則第3条により改正する私立学校法施

行規則第34条第1項第４号において「第二

号の意見があるときは、事業報告書及びそ

の附属明細書並びに財産目録（略）の内容

と計算関係書類の内容又は会計監査人が

監査の過程で得た知識との間の重要な相

違等について、報告すべき事項の有無及び

報告すべき事項があるときはその内容」と

あります。 

日本公認会計士協会学校法人委員会実

務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認

ご指摘の日本公認会計士協会

学校法人委員会実務指針第40号

「学校法人の寄附行為等の認可

申請に係る書類の様式等の告示

に基づく財産目録監査の取扱い

及び監査報告書の文例」では財産

目録の監査、「私立学校振興助成

法監査及び財産目録監査におけ

る「その他の記載内容」の範囲に

関する留意事項（2022年3月30日）

では私立学校振興助成法に基づ

く監査において、「事業報告書」
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可申請に係る書類の様式等の告示に基づ

く財産目録監査の取扱い及び監査報告書

の文例」や「私立学校振興助成法監査及び

財産目録監査における「その他の記載内

容」の範囲に関する留意事項」（2022年3

月30日）では、【事業報告書】は「その他

の記載内容」に該当しないとしています。 

【事業報告書】の作成は、多くの学校法

人において監査期間中に間に合わないこ

とが想定されるため、当該箇所に【事業報

告書】を含めてしまうと、作成途中の【事

業報告書】の査閲となってしまい、監査意

見提出後の修正等に関して、監査人の責任

範囲が不明確になる恐れがあると考えま

す。 

は監査報告中の「その他の記載内

容」の対象としては含まれないと

されています。 

一方、日本公認会計士協会によ

る「監査基準報告書」によれば、

「その他の記載内容」は、通常、

財務諸表及びその監査報告書を

除く、年次報告書に含まれる財務

情報及び非財務情報であるとさ

れています。 

また、「年次報告書」は法令等

又は慣行により経営者が通常年

次で作成する単一又は複数の文

書であり、企業の事業並びに財務

諸表に記載されている経営成績

及び財政状態に関する情報を所

有者（又は類似の利害関係者）に

提供することを目的としている

ものをいうとされています。（監

査基準報告書720第11項） 

改正後の私立学校法において

は、各会計年度に係る事業報告書

の作成義務があり（私立学校法第

103条第2項）、会計監査人の監査

対象である計算関係書類と同様

に備え置き、閲覧義務がある（私

立学校法第106条）こと、会計監

査人監査の目的が計算関係書類

に第三者保証を付与することに

より、学校法人の説明責任の履行

を支援・強化することとなってお

り、上記の「監査基準報告書」に

沿った枠組みとなっていること

から、当該事業報告書は監査基準

報告書に定義する「年次報告書」

に相当するものと考えています。 
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したがって、学校法人会計基準

の一部を改正する省令附則第3条

により改正する私立学校法施行

規則第34条第1項第４号は、事業

報告書を含む記載としており、事

業報告書の作成所要期間に関わ

らず、会計監査人が作成する会計

監査報告の内容のうち「その他の

記載内容」として記載することを

想定しています。 

 

公認会計士に高度な責任を感じてもら

い緊張感を有してもらうためにも、自らの

氏名・監査意見を表明した監査報告書を社

会に公表することを義務付けて欲しい。 

公認会計士により監査できなかった範囲

や意見等が不明であり、ステークホルダー

としては公認会計士はどのように考えて

いるのか知ることが出来ず不安である。 

現在、「監事」の監査意見は公表されてい

る。それと同様、企業会計の有価証券報告

書のように「公認会計士又は監査法人」の

監査報告書についても公表を義務付けて

欲しい。 

今回の意見募集の対象として

いた事項ではありませんが、監査

報告書の取扱いに関しては、以下

のとおりです。 

令和５年改正私立学校法第106

条の規定により、会計監査人の監

査報告書は備置き及び閲覧が義

務づけられるとともに、同法第

151条の規定により、大臣所轄学

校法人等はインターネットの利

用その他の方法による公表が義

務づけられることとなりました。

また、同法第137条の規定により、

大臣所轄学校法人等以外の学校

法人は公表が努力義務となりま

した。 

 

１０．私立

学校振興助

成法につい

て 

様式の順番によると従来の計算書類の

とじ込みの順番と異なるが、令和７年度以

降はこの順番で計算書類を作成する必要

があるのか。 

改正後の学校法人会計基準の

適用後における所轄庁に提出す

る計算関係書類のとじ込みの順

番については、改正後の学校法人

会計基準に定める様式順を想定

しており、今後、省令の運用に関

する通知等でその旨をお示しし

ていきます。 




